
​あいらんど薬局 泊店が行っているサービス内容について​

​●​ ​調剤基本料に関する事項​

​○​ ​調剤基本料１​

​■​ ​当薬局は調剤基本料１の施設基準に適合する薬局です。​

​●​ ​後発医薬品調剤体制加算に関する事項​

​○​ ​後発医薬品調剤体制加算３​

​■​ ​後発医薬品調剤体制加算３の施設基準（直近3か月の後発医薬品の数量割​

​合９０％以上）に適合する薬局です。​

​●​ ​調剤管理料・服薬管理指導料に関する事項​

​○​ ​調剤管理料​

​■​ ​患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー​

​歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画（RMP​

​）、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行った上で、患​

​者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っていま​

​す。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。​

​○​ ​服薬管理指導料​

​■​ ​患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重​

​複投薬、相互作用、 薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提​

​供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っ​

​ています。​



​■​ ​薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまの服薬状況、服薬期間中の体​

​調の変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の​

​適正使用のために必要な説明を行っています。​

​■​ ​薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の​

​変化等について、継続的な確認のため必要に応じて指導等を実施し​

​ています。​

​●​ ​連携強化加算に関する事項​

​○​ ​連携強化加算​

​■​ ​当薬局は以下の基準に適合する薬局です。​

​■​ ​第二種指定医療機関の指定​

​■​ ​新興感染症や災害の発生時における体制の整備及び周知​

​■​ ​新興感染症や災害の発生時における手順書の作成及び職員との共有​

​■​ ​災害の被災状況に応じた研修、または地域の協議会、研修または訓​

​練等への参加計画・実施​

​■​ ​オンライン服薬指導の整備・セキュリティ全般に対する対応​

​■​ ​要指導医薬品・一般用医薬品の販売​

​●​ ​医療DX推進体制整備加算に関する事項​

​○​ ​医療DX推進体制整備加算​

​■​ ​当薬局は以下の基準に適合する薬局です。​

​●​ ​オンラインによる調剤報酬の請求​

​●​ ​オンライン資格確認を行う体制・活用​



​●​ ​電子処方箋により調剤する体制​

​●​ ​電子薬歴による薬剤服用歴の管理体制​

​●​ ​在宅患者訪問薬剤管理指導料​

​■​ ​当薬局は、患者さまのご自宅等を訪問し、薬剤の管理・服薬指導等​

​を行う「在宅患者訪問薬剤管理指導料」の届出を行っております。​

​●​ ​明細書発行に関する掲示​

​■​ ​当薬局では、医療の透明性を大切にし、患者さまへ積極的に情報を​

​ご提供するため、領収証とあわせて「調剤報酬の算定項目が記載さ​

​れた明細書」を無料でお渡ししております。​

​■​ ​医療費の自己負担がない公費負担医療の方につきましても、ご希望​

​があれば明細書を無料で発行いたします。​

​■​ ​明細書には、調剤に使用されたお薬の名前や服用量などが記載され​

​ております。ご家族など代理の方が会計される場合も、同様の明細​

​書をお渡しすることになりますので、明細書の発行を希望されない​

​場合は、お手数ですが会計時にお知らせください。​

​●​ ​療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱い​

​■​ ​必要に応じて薬剤の容器代をいただくことがございます。（1個につ​

​き70円)​

​■​ ​レジ袋代として1枚10円​



​■​ ​患者様のご希望によるお薬の郵送の場合、原則患者様のご負担とな​

​ります。​

​●​ ​長期収載品の調剤について​

​■​ ​長期収載品（後発医薬品がある先発品）の調剤において、制度に基​

​づき特別の料金をいただく場合がございます。制度の趣旨をご理解​

​いただき、不明な点はお気軽にご相談ください。​


